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ご意見 政府の回答

1

これからの教育の方向として　たとえば、従来の学校にあるような教師が
課題を用意し　生徒・児童が課題を消化するというのでなく、生徒・児童
が課題を見つけ　教師や学校がその課題を克服するための助言や補助
を行い、自ら学習し、良い面を自ら研鑽していくという方針に改めると良
いのでないのだろうか。

　ご意見を踏まえ、公共に主体的に関わり、持続可能な社会づくりに参画する個人を育
む教育であるＥＳＤを推進してまいります。
　なお、ご指摘の点については、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.10（４）1パラ
グラフでも以下のとおり言及しています。

P.10
「学び方・教え方については、「関心の喚起→理解の深化→参加する態度や問題解決
能力の育成」を通じて「具体的な行動」を促すという一連の流れの中に位置づけること
が大切です。これらの過程では、単に知識の伝達にとどまらず体験、体感を重視して、
探求や実践を重視する参加型アプローチとすることが大切です。また、活動の場で学
習者の自発的な行動を上手に引き出す「ファシリテート」の働きを重視することも大切で
す。これらのアプローチを通じて、学習者の参加する態度や問題解決能力を育み、参
加する機会の提供にも努めることが必要です。」

2

幼稚園からスタートする，という視点をより鮮明にしていただきたい，とい
う点です。幼稚園でも川崎市では環境教育を手引きを作成して積極的に
推進しています。グローバルな視点のアクティビティーを実施している園
もあります。幼稚園の内容の柱に環境領域があり，そこで積極的に盛り
込むよう働きかけることが必要だと思います。
p.9の「小中高等学校においては、各教科や総合的な学習の時間等学校
教育活動全体を通じて、ＥＳＤに関して学習することが重要になります。」
を以下のとおり改められたい。
「幼稚園の環境領域からはじめ、小中高等学校・・・・」

また，低学年の生活科にはＥＳＤ的な内容がたくさん盛り込めます。どこ
かにそのことも入れていただければ幸いです。

　ご意見を踏まえ、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.10該当部分に「幼稚園」、
「生活科」の記述を追記しました。

○（3行目）既に生活科、社会科、理科、技術・家庭科等・・・
○（11行目）幼稚園及び小中高等学校においては・・・

「国連持続可能な開発のための教育の10年」実施計画改訂案に対するご意見と政府の回答
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3

従来の環境教育との整合性を明確に盛り込んでいただきたい。
全体的な方向性として初等では「総合的な学習の時間」に，ということが
入っていますが，総合は現在，コミュニケーション能力の育成などに特化
しています。小中学校の社会科，理科，家庭科の学習指導要領の各学
年に明記し，総合とリンクさせるようにしないと実現しないと思います。
現場では未だに環境教育です。ＥＳＤは従来の環境教育を含みこむ視点
をどこかに盛り込んでいただきたいのです。環境，経済，社会のベン図は
とてもよいのですが，従来の環境教育をさらに発展させるのだ，という視
点をベン図に入れていただければ，と思います。
環境教育を推進する際に重要な教科は，社会科，理科，家庭科，とりわ
け地理教育です。ヨーロッパ諸国やオーストラリアなど，ＥＳＤに熱心な国
は地理教育が初等段階から重視されています。我が国では，初等段階
においては地理教育的な視点が軽視されています。小学校社会科では
本格的に世界を扱うのは小6からです。
諸外国の地理教育を主体とした社会科を参考にして我が国の初等教育
を見直し，初等段階から社会科，理科，家庭科等他教科との連携により
ＥＳＤを推進していくことが，活性化につながると思います。

　環境教育を発展させるという視点、各教科の連携によるＥＳＤの推進については、ＥＳ
Ｄ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.10の「（３）教育の内容」にて以下のとおり言及し
ています。ご意見も踏まえ、今後も初等教育においてもＥＳＤを推進してまいります。

Ｐ.10
「環境教育や開発教育を始め平和、人権等のＥＳＤの対象となる課題について、学校で
は、既に社会科、理科、技術・家庭科等の各教科や道徳、総合的な学習の時間等にお
いて取り扱われており、また、社会教育施設や地域活動等においても、扱われてきまし
た。また、学校、社会教育施設、ＮＰＯ活動、企業内研修等において、環境教育、国際
理解、人権教育、消費者教育、キャリア教育、食育等を実施している指導者は、すでに
各分野の教育の技能を有しています。
　しかしながら、ＥＳＤでは、これら個別の取組のみではなく、様々な分野をつなげて総
合的に扱っていくことが必要です。そのためには、各分野を専門領域とする者が互いに
学び合い、各分野を理解し、連携を図ることも大切です。」

4

5p（ハ）（Think globally, act locally）～
→これはポピュラーですが新規性がありません。「Think & act glocally
and change personally」の方が「日本のESD」としてメッセージ性も強く、イ
メージも良く、国内外で通用すると思います。ヨハネサミットでも下線部が
足りなかったためにリオサミット10年後も環境問題解決の方向に動かな
かった、そのために日本からESDが提案されたと聞いています。

　国連ＥＳＤの10年の前半５年間において、“「地球的視野で考え、様々な課題を自らの問題と
して捉え、身近なところから取り組み（Think globally, act locally）、持続可能な社会づくりの担い
手となる」よう個々人を育成し、意識と行動を変革する”という目標を掲げて取り組んでまいりま
した。しかし、この目標が十分に達成されたとは評価しがたいところ、新たな目標へと進化させ
るのではなく、前半５年間に掲げた目標が更に定着し、達成が図られるよう努力していきたいと
考えています。
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5

6ｐ18行目、9p6行目および24行目以降、17p5行目…教科や総合的な学
習に関する記述
→教科および総合的な学習に関しては、全国各地の教育委員会、学校
単位の取り組みにより「内容」「時間配分」に差異が生じるので、目安とな
る時間の「見える化」が重要だと思います。先般、四国内県庁所在地市
の小・中学校「環境教育実態調査」を実施しましたが、「環境教育」が教科
ではないため、継続的な学びとしての「軸」が定まらず、教員・学校毎に
違い、現場負担が大きいのではないかと思いました。「ESD」も教科では
ないため、教科と総合的な学習をつなぐ教育という観点からモデルを分
析し、目安となる時間配分、例えば、理科・社会などの教科で年10～20時
間程度、総合的な学習で年10～30時間程度、と具体的に示されるべきで
はないかと思います。本実施計画中に直接的数字を出すのは困難だと
思いますので「ESDの取り組みは、学校教育において時間的な数値も
「見える化」を図り実践的な取り組みを促進する」といった文言を含めて
はどうかと思います。「義務教育」における「ESD」の位置付け、意義付け
の強化・明確化が必要だと考えます。

　義務教育におけるＥＳＤの位置づけは、教育振興基本計画に示すとともに、新学習指
導要領において、総則に環境の保全に貢献することを新たに盛り込み、関連の深い教
科を中心に環境教育に関する内容の充実を図っています。また、教科の中での時間配
分については、各学校が児童生徒の発達の段階や学習活動の特質を考慮して適切に
定めることとされています。今後とも、優れた取組の紹介などを通じて、各学校の支援
を行っていきたいと考えています。

6

7p31行目ミレニアム…、21p22行目（4）国際協力に関する記述
→ODAは、全体予算が減少する中でNGOとの連携については減少して
いません。外務省とNGOの連携が進んでいるので、ODAポリシーの中で
も大いに「ESD」の記述を明示して、（ある意味）国家戦略的にもPRし、
ODAの中でESD関連事業を創出するなど省庁間で調整していくべきでは
ないかと考えます。また、外務省の開発・国際理解教育、地球環境教育
など「教育」と関わる部分で文部科学省との連携を、環境省の環境教育と
文部科学省との連携を考えるなど、省庁間の「ヨコ」の連携についても本
文に含めて強調し、ALL　JAPANの取り組みとしてのODA＋ESDを謳い、
国際協力・ODA関連における「ESD推進」を謳った方が良いのではないか
と考えます。

　ご意見の趣旨を踏まえ、下記のように修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.22
（４）国際協力の推進
　我が国の提案によりＥＳＤが世界レベルで取り組まれることになった経緯を踏まえ、国
際社会においてＥＳＤの取組が推進されるよう積極的に貢献します。国際社会は貧困
や飢餓の撲滅を目指すＭＤＧs や初等教育の完全普及や教育における男女の平等を
目指すＥＦＡを共通の目標として、これらの地球規模課題の解決を目指しているところで
す。これら地球規模課題の解決に取組む人材の育成ために、国際社会に広くＥＳＤを
普及させることが重要です。各国の貧困を始めとした諸課題が解決され、平和で持続
的な国際社会が構築されることは、我が国の安全の確保や発展にも資するものです。
このため、我が国は、従来より、人間の安全保障及び持続可能な開発の考え方に沿っ
てＯＤＡを実施してきたところですが、 引き続きＯＤＡも活用しつつ、教育を持続可能な
開発の達成に重要な役割を果たすものとして位置づけ、関係省庁をはじめ多様なス
テークホルダーと連携し、ＥＳＤの普及促進をはじめとして、教育分野の支援を強化し、
先進国の一員として積極的な国際協力を推進し 、ＥＳＤの国際社会への一層の普及促
 進に貢献します。

7

10p16行目オンザジョブ…について
→ESD的に「オフザジョブ・トレーニング」も一緒に記載した方が良いと考
えます。

　ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.15において、「企業内研修において、従業員
が持続可能な開発に即した事業に関する研修を行うことが大切です」と記述していま
す。
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8

教育の根幹は「哲学」にあると考えますが、従来日本の教育はこの学問
を「金にならない」からとなおざりにしてきました
しかし哲学を知らない者の増加が、犯罪や自殺やトラブルの根本原因で
あることは疑いようがありません。

　哲学に関しては、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.6の第２パラグラフで以下
のように言及しています。

「人格の発達や、自律心、判断力、責任感などの人間性を育むという観点、個々人が他
人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性の中で生きており、「関わり」、
「つながり」を尊重できる個人を育むという観点の２つの観点が必要です。」

9
１．序（p.1）で，土地環境資源の濫用・誤用に関連した自然災害の続発
にも言及する．

　世界や国内で起きている問題を網羅的に記載することは困難であり、原文どおりとい
たします。

10

２．基本的考え方　の (2) （ハ）取り組むべき分野　で，文化理解（改訂案
p.４）の前に　（各地域の）自然環境の理解　に言及する．

　ご意見を踏まえ、「文化理解」を「文化等への理解」に修正しました。
　なお、自然環境への理解については、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.5で以
下のように言及しています。

「（前略）社会を構成する個々人が、人と人、人と社会、人と自然とのつながりを大切に
しながら、（中略）ＥＳＤ活動が実践されることで、これらの活動に参画しながら（中略）
「未来を築く担い手」となることが不可欠です。
そのためには、（中略）個々人が他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係
性の中で生きており、「関わり」、「つながり」を尊重できる個人を育むという観点の２つ
の観点が必要です。」

11

３．我が国の実施計画（ハ）我が国におけるESD　「対等・平等に意見交
換し」（p.6，下から12-11行目）の前に　進歩の著しい空間情報獲得・処理
技術を活用して　というような文言を補う．

　ご指摘の箇所は、「社会的責任に関する円卓会議」の設立趣旨を「『私たちの社会的
責任』宣言」をそのまま引用して記述したところであり、原文のとおりとします。

12

３．我が国の実施計画（ニ）我が国が優先的に取り組むべき課題　の末
尾（p.8）にも，ネットワーク構築 に触れる前に，進歩の著しい空間情報獲
得・処理技術を活用して　というような趣旨の文言を補う．

　ご意見の趣旨を踏まえ、４．ESDの推進方策　の　(2) 国内における具体的推進方策
（ヘ）情報通信技術の活用（ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.16）を以下のよう
に修正しました。

「ＩＣＴは、エネルギーや資源を節約しつつ、多くの人々に情報を発信でき、また、多くの
地点における観測データ等の集約、処理及び分析にも便利であるため、その効果的な
活用を推進します。」

13

４．ESDの推進方策　の　(2) 国内における具体的推進方策（イ）ビジョン
構築・意見交換の冒頭（p.13）で各種基本計画を列挙する中に，防災基
本計画　も加える．

　防災基本計画は、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.14の（２）（イ）4行目の「関
係する各種の計画等」の中に含まれるものと考えています。
　なお、防災に関しては、P.2の2行目から、東日本大震災に対する現時点での政府の
認識を示し、「大震災や原子力発電所事故等の経験を基にした教訓や復興についての
考え方をＥＳＤの推進にどういかしていくかについては、被災地の安定等を待って改め
て議論し、それを踏まえて再度実施計画を改訂する」こととしています。
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14

４．ESDの推進方策　の　(2) 国内における具体的推進方策（ヘ）情報通
信技術の活用（p.15）で，空間情報獲得・処理技術　に言及する．

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のように修正しました。

「ＩＣＴは、エネルギーや資源を節約しつつ、多くの人々に情報を発信でき、また、多くの
地点における観測データ等の集約、処理及び分析にも便利であるため、その効果的な
活用を推進します。」

15

４．ESDの推進方策　の　(2) 国内における具体的推進方策 (3) 各主体に
期待される取組（ロ）学校（p.17）に，地域の自然や社会に関する基礎情
報の取得・理解に努める　というような内容の文言を加える．

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のように修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.17 下から2行目
総合的な取組であるＥＳＤは地域と連携するなど、外部の人材、・・・・

　また、P.18の7行目から下記のように記述しており、こうした取組の中で、地域の自然
や社会に関する基礎情報の取得・理解の増進にも努めてまいります。

・ 異なる学年や小中高等学校等の間の連携、地域社会等との連携にも配慮し、総合的
な取組とするよう配慮すること。

16

４．ESDの推進方策　の　(2) 国内における具体的推進方策（ハ）地域コ
ミュニティ および（ニ）NPO の項（p.18）で，地域の自然や社会に関する基
礎情報の共有化  に言及する．

　地域の自然や社会に関する基礎情報の共有化については、ＥＳＤ実施計画（平成23
年6月3日改訂）P.5（ロ）及びP.6（ハ）で以下のように言及しています。

「社会を構成する個々人が、人と人、人と社会、人と自然とのつながりを大切にしなが
ら、（中略）ＥＳＤ活動が実践されることで、これらの活動に参画しながら（中略）「未来を
築く担い手」となることを目指します。」
「そのためには、（中略）個々人が他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関
係性の中で生きており、「関わり」、「つながり」を尊重できる個人を育むという観点の２
つの観点が必要です。」

17

４．ESDの推進方策　の　(2) 国内における具体的推進方策（チ）教員養
成・研修機関　で「実践的な指導方法」の前に　基礎的知見・情報の取
得・解析方法　に言及する．

　一般に、教員の養成課程・研修の中で「基礎的知見・情報の取得・解析方法」等が扱
われるのは、当然のことと考えられるため、改めて明記する必要はないと思われます。

18

ESDの実践を奨励するために優秀な実践を募り，その表彰をすることを
提案します。

　環境保全功労者等の環境大臣表彰を始めとして、政府では地域における様々な主体
と協働しながら、環境保全、さらには持続可能な地域づくりに取り組んでいる個人や団
体に対し表彰を実施しています。
　さらに、将来の「国際協力の担い手」世代を育むことを目的とし、学校におけるグロー
バル教育に役立つツールや活動報告を幅広く募集し、優秀な作品・活動を表彰する「グ
ローバル教育コンクール」を毎年実施・支援しています。
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19

１ページの10～12行目は，世界の持続可能な開発に関する諸問題につ
いての記述で　すが，文末に「といった地球的課題」という表現を入れて
はいかがでしょうか。

　ご指摘の箇所は、世界の状況についての認識を述べた一節ですが、ご提案の表現を
挿入することにより、文意に特段の差異が生じることはないと考えられます。文章の簡
潔性の観点から原文のとおりとします。

20
７ページの下から８行目および８ページの3行目　「開発途上国」のまえに
「アジア　地域などの」を挿入する。

　アジアのみならずアフリカなどが直面する問題も考えていく必要があることから、原文
のとおりとさせていただきます。

21
９ページ6行目「特に」の次に「未来世代の教育を担う」を挿入する。 　ＥＳＤは元来、「未来世代の教育を担う」ものであると考えており、必ずしも明記する必

要はないと思われます。

22

９ページ10行目　「ESDの推進拠点として位置付け，」のあとに「そのモデ
ルとな　る実践例を発信する。そして，」を挿入する。

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のように修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.9　下から2行目
「活動の充実を図り、地域に根ざした優良事例の開発やその成果を世界に向けて発信
します。」

23

９ページ下から10行目　文章に続けて「各該当教科においては，そのカリ
キュラム　化と授業実践を進めていきます。」とする。

　ＥＳＤの概念が盛り込まれた新しい学習指導要領に基づいた教育の実践について
は、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.18に以下のように言及しています。

P.18　3行目
「小中高等学校においては、各教科や総合的な学習の時間、さらには生徒会活動やク
ラブ活動といった課外活動等における学校の教育活動全体を通じて進めること。」

24

17ページ14行　「各教科や総合的な学習の時間」の次に「さらには生徒会
活動やクラブ活動といった課外活動」を挿入する。

　ご意見を踏まえ、下記のとおり修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.18　3行目
・ 小中高等学校においては、各教科や総合的な学習の時間、さらには生徒会活動やク
ラブ活動といった課外活動等における学校の教育活動全体を通じて進めること。さら
に、学校評議会の活用、ＰＴＡ活動等学校経営の中で総合的な取組を進めること。
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25

P.1  「持続可能な開発のための教育」を以下ＥＳＤとする旨を記述する箇
所が、ＥＳＤという言葉が出てくる箇所より後にあるのはわかりにくいの
で、ＥＳＤが最初に出る箇所までに記述した方が良い。例えば、序の本文
の２行目の「持続可能な開発のための教育」という言葉が出る箇所に記
述してはどうか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.1の本文2行目及び
下から3、4行目の記述を下記のように修正しました。

P.1　１．序　本文2行目
　２００２年１２月の国連総会において、２００５年から２０１４年までの１０年間を「国連持
続可能な開発のための教育の１０年」とすることが決議されました。(以下、持続可能な
開発のための教育（Education for Sustainable Development）を「ＥＳＤ」と表記します。）

P.1　１．序　下から3、4行目
　政府としては、関係府省が連携してこの改訂した実施計画に掲げられた諸施策を着
実に実施することにより、ESD 持続可能な開発のための教育（Education for
 Sustainable Development 以下「ＥＳＤ」）の更なる積極的な推進を図り、（後略）

　また、表題に下記のような略称（括弧部分）を追加します。

我が国における「国連持続可能な開発のための教育の１０年」実施計画（ＥＳＤ実施計
画）

26

P.1  本文１３行目に「持続可能な世界の実現」とあるが、ここは「世界」で
なくて「社会」で良いのではないか。最終行の「世界」や、４ページの１行
目にある「世界」などと連動しているのだとは思うが、４ページの１行目も
「世界」でなくて「社会」にした方が、本実施計画書に幾度も出てくる類似
表現との整合性が良い。同様な表記に関して言えば、３ページの最終行
の「将来」という言葉も「社会」の方が良い。

　ご指摘の箇所については、後出する「国際的にも、国内的にも」という記述に対応す
べく、「世界」という表現が適切であると考えており、原文どおりとさせていただきます。
　また、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.4（ロ）の3行目では、直前に「環境、経
済、社会の面において持続可能な」という記述があり、「社会」という文言が重複するこ
ととなるため、原文どおりとさせていただきます。
　なお、Ｐ．4（ロ）の4行目については、ご指摘のとおり、「社会」と修正しました。

27

P.1  本文１６行目に「円卓会議」という言葉が出てくるが、この言葉も説明
はかなり後ろになって出てくるので、「国連持続可能な開発のための教育
の１０年」円卓会議（以下「円卓会議」）と記述した方が良い。

　ご意見を踏まえ、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.1 の下から13行目を以下
のように修正しました。

　この度、有識者から成る「国連持続可能な開発のための教育の10年」円卓会議を開
催して 関係者との意見交換も行いながら（後略）

28

P.1  下から６行目に「関係府省」という言葉が使われていて、この言葉は
その後も随所に用いられている。確かにＥＳＤに関わっているのは府省な
ので、表記としては適切だと思うが、それならば、随所に出てくる「関係省
庁連絡会議」も「関係府省連絡会議」にして、表記の整合性をとった方が
良い。合わせて、１２ページの「（イ）普及啓発」の本文の１３行目の「関係
省庁」なども「関係府省」に書き換えた方が整合性がとれる

　ご意見の趣旨を踏まえ、「関係省庁」で統一しました。
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29

P.2  下から１４行目から１３行目に、「持続可能な開発のための教育の１
０年」（以下「ＥＳＤの１０年」）と記して、それ以降、「ＥＳＤの１０年」という
表記が幾度も出てきているが、２３ページの「５．評価と見直し」の（３）の
ところだけ、「国連ＥＳＤの１０年」と「国連」という言葉を明記している。正
確なのは明記する方だと思うが、略することも多いので、略する方にして
も良いが、略したり略さなかったりするのが同じ実施計画書内にあるのは
わかりにくいので、どちらかで統一してほしい。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「ＥＳＤの１０年」で統一しました。

30
P.7  （ニ）の本文の１０行目の真ん中あたり、「のみならず」は「だけでな
く」と記した方が読みやすい。

　ご意見のとおり修正しました。

31

P.8  １１行目の文末、「盛り上げていくこととします」は「充実させていきま
す」とか「深めていきます」といった表記の方が良い（ＥＳＤはお祭りやイベ
ントではないので、盛り上げるという言い方はあまりに軽く、ＥＳＤの持つ
使命の重さを考えると相応しくないのではないか）。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「我が国全体にESDの考えや実践が十分に浸透するよう取り
組んでいくこととします」と修正しました。

32

P.9　１２行目の次に、各都道府県等においては、従来のユネスコ関係担
当部署である生涯学習担当部署だけでなく、学校教育（義務教育）担当
部署もＥＳＤにおける主たる担当部署となると明記してほしい。

　どの部署をＥＳＤの主たる担当とするかについては、各地方自治体の裁量に委ねられ
ています。
　なお、ユネスコスクール担当部署、ＥＳＤ担当部署については各都道府県、政令指定
都市の教育委員会等に、窓口が設置されています。ユネスコスクール担当窓口につい
てはホームページにて公開しています。
　http://www.unesco-school.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=341
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33

P.10  「（５）育みたい力」の本文の４行目、「育むこと、」の後に、「主体性
（学ぶ意欲を持ち、自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、行
動する）を育むこと、」を加筆してはどうか。また、同行の「コミュニケーショ
ン能力の向上」は「コミュニケーション能力、リーダーシップ能力の向上」
としてはどうか。

　主体性を育むことについては、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.10に以下のと
おり言及しています。

P.10
「学び方・教え方については、「関心の喚起→理解の深化→参加する態度や問題解決
能力の育成」を通じて「具体的な行動」を促すという一連の流れの中に位置づけること
が大切です。これらの過程では、単に知識の伝達にとどまらず体験、体感を重視して、
探求や実践を重視する参加型アプローチとすることが大切です。また、活動の場で学
習者の自発的な行動を上手に引き出す「ファシリテート」の働きを重視することも大切で
す。これらのアプローチを通じて、学習者の参加する態度や問題解決能力を育み、参
加する機会の提供にも努めることが必要です。」

　また、リーダーシップ能力の向上については、ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり
修正しました。

（５）育みたい力
　ＥＳＤにおいては、問題や現象の背景の理解、多面的かつ総合的なものの見方を重
視して体系的な思考力（システムズ　シンキング（systems thinking））を育むこと、批判
力を重視して代替案の思考力（クリティカル　シンキング（critical thinking））を育むこと、
データや情報を分析する能力、コミュニケーション能力、リーダーシップの向上を重視す
ることが大切です。

34

P.11  「４．ＥＳＤの推進方策」の本文の１行目の真ん中あたり、「持続可
能な開発を」は「持続可能な開発とその教育（ＥＳＤ）を」としてはどうか。

　ご意見を踏まえ、以下のように修正しました。

「政府は、関連する施策に持続可能な開発及びＥＳＤを可能な限り織り込むとともに、
（後略）」

35

P.11  「４．ＥＳＤの推進方策」の本文の５行目に「ＥＳＤの目的」という言葉
が出てくるが、本実施計画の中には、「ＥＳＤの目標」については明記され
ているが、ＥＳＤの目的については明瞭に示されていない。文脈あたりか
らみると、１ページ目の下からの４行に記されている「あらゆる人々が、質
の高い教育の恩恵を享受し、また、持続可能な将来と社会の変革のため
に求められる価値観、行動、及びライフスタイルを学び、各主体が持続可
能な社会づくりに参加する世界を実現する」あたりのようにみえるが、類
似だが微妙にニュアンスの違う表記がいくつも出てくるので、わかりにく
い。目的はとても大切なことなので、ＥＳＤの目的は何かを明確に記した
方が良い。

　ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の目的については、ＥＳＤ実施計画（平成23年
6月3日改訂）P.4（２）（イ）の中で言及しているものと考えています。

P.4（２）（イ）５行目
　（前略）持続可能な開発は、私たち一人ひとりが、日常生活や経済活動の場で、意識
し、行動しなければ実現しません。まず、私たち一人ひとりが、世界の人々や将来世
代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革することが必要で
あり、そのための教育がＥＳＤです。
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36

P.11  下から２行目、「円卓会議等を随時開催します。」の後に、「なお、円
卓会議は、公募枠を加えてメンバーを拡大すると共に、少なくとも年に２
～３回は開催する。特に５～６月には必ず開催し、幅広く国民の声が予
算要求に反映できるようにする。」と書き入れてはどうか。

　政府は円卓会議を毎年開催し、教育機関・ＮＰＯ・学会・企業など、各方面から１８名
の民間有識者をお迎えし、具体的な取組の方策に関する幅広い意見交換及び情報共
有を図っています。
　今後も、この会議をさらに有意義な意見交換の場とすべく、関係省庁及び円卓会議の
メンバーと協議しながら、その在り方について検討してまいります。

37
P.13  ８行目の「いっそう」は「一層」にした方が良い（他の箇所ではこの言
葉は漢字で表記している）。

　ご意見のとおり修正しました。

38

P.13  下から５行目から３行目、「持続可能な開発に関する各種の計画等
の内容を踏まえた持続可能な社会の姿を国民の衆知も集めながら検討
し、国民にわかりやすく伝えるよう努めます。」と明記しているように、今
はフォアキャスティングで取り組んでいて、バックキャスティングで取り組
めていないことを示している。だから、具体的な達成目標も数値目標も、
ロードマップも示せていないのだと思う。平成１８年の初期の段階ならこ
れでも許されたであろうが、過去５年間の取組を踏まえた実施計画の見
直し段階にある現在でも、この点が変わっていないことは問題ではない
か。この実施計画にあるのは、希望的なビジョンや方針であって、現実的
な行動計画としての内容はあまりに希薄すぎるのではないか。実施計画
の見直しにあたり、時間的な余裕がないのであれば、バックキャスティン
グ方式を取り入れた具体的な達成目標、数値目標、ロードマップを明記
した行動計画を２０１１年度（平成２３年度）中に別途策定するということを
明記してほしい。特に、１４ページの（ハ）の本文の９行目以降にある人材
育成や組織づくりなどは、とても重要なことで、本来実施計画ならば、こ
れらについていつまでにどこまでやるのか、財源はどうするのかが明記さ
れるべきではないか。財源の裏付けもはっきりしない理想や希望ばかり
書き並べただけの実施計画がどれだけ役立つかは疑問である。私たち
がほしいのは実効性のある事業計画である。そのあたりをよく考慮頂き
たい。

　今後、関係省庁の具体的な施策を盛り込んだ別表を取りまとめる予定です。具体的
な達成目標や数値目標、ロードマップ等については、別表に盛り込まれた各施策を企
画・実行する際に、必要に応じ、適宜検討してまいります。
　また、財源については、国の予算制度上からも、現時点で計画に明記することは困難
であると考えています。

39

P.13  下から２行目、「国連持続可能な開発のための教育の１０年」関係
省庁連絡会議とあるが、これは１４ページの（ハ）の本文の１行目にもあ
るように、１ページ目で以下「連絡会議」とすると明記しているのだから、
ここも「連絡会議」だけの表記で良い。

　ご意見のとおり修正しました。
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40

P.15　７行目から９行目、地域リーダーと教員が一緒に受講できる研修等
を実施することは望ましいと思うが、それが「環境」に特定されているのが
おしい。環境以外の分野についても地域リーダーと教員が一緒に受講で
きるＥＳＤ研修等を実施してほしい。

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のように修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.15　下から6行目
　さらに、地域で環境等に関する活動を実践しているリーダーと教員が一緒に受講でき
る研修等を実施し、この中でもＥＳＤに関する内容を取り上げるよう努めます。

41

P.15　１３行目から１４行目、大学の教職課程に言及していることは良い
が、「ＥＳＤに関する内容を積極的に取り上げる」というような弱い記述で
はなく、「必須とする」という強い記述にしてほしい。

　各大学の裁量もあるので必須とすることは困難と思われます。

42

P.15　１７行目から１８行目、必要な謝金等が支払われるよう、経済に組
み込まれるよう努めますとあるが、お金に関わることは大きなことなの
で、そんな都合の良いあいまいな書き方でなく、もっと具体的に書いてほ
しい。実際に全国でＥＳＤに関する人材活用が広がった場合、それらに公
平に謝金を出すことが可能なのか、実施計画なら実施することを想定し
て現実的に可能なことを可能な限り具体的に示してほしい。

　複数の自治体等において、謝金を支払って講師を招聘し、独自にＥＳＤ関連の研修会
を実施している例がありますが、財源については、個々の実施主体の裁量に委ねられ
るため、具体的に明示することは困難であると考えています。

43

P.16　「（ロ）学校」は「（ロ）学校、教育委員会」とした方が良い。ここに挙
げられている内容は、各学校が主体的に取り組むものが明記されてはい
るが、小中高等学校等の間の連携など、実情では教育委員会が一緒に
なって取り組んだ方が良い点が多々あるので、学校と教育委員会を並記
した方が良い。

　ご指摘を反映し、「（ロ）学校、教育委員会」と修正するとともに、ＥＳＤ実施計画（平成
23年6月3日改訂）P.18の項目列挙部分の末尾に以下の項目を追加します。

・教育委員会等の教育関連部局においては、ＥＳＤの視点を取り入れた各種研修会の
開催、参加促進、ＥＳＤやユネスコスクールの担当窓口の設置など、教育現場へのＥＳ
Ｄの浸透を図ります。
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44

P.17　１０行目から１４行目、「総合的な取組であるＥＳＤは、外部の人材、
場や機会等を有効に活用することにより、教職員に過度の負担を強いる
ことなく質の高い教育を実践することも可能となります。これらを踏まえ、
具体的には以下のような取組や役割が期待されます。」とあるが、その後
に挙げられた内容は漠然としていて、その内容を行うとなると教職員に過
度の負担を強いる可能性が高い場合が多いように懸念される。実施計画
ならば、もっとどう取り組めば教職員に過度の負担を強いることがないの
かをわかるように明記してほしい。

　ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）は、ＥＳＤ実施要領ではないため、個別の方策
について細かく記述することを避けていますが、ＥＳＤの実施の在り方については、国
立教育政策研究所などでも研究が進められているので、その成果を現場で活かしてい
ただきたいと考えています。

45

P.18　「（ニ）ＮＰＯ」の中で、「多様な主体が連携した取組が促進されるよ
う、各地域においてプロデューサーやコーディネーターの役割を担い、学
校教育、社会教育、企業内教育、地域活動等が連携したＥＳＤの取組を
広げること」とか「ＥＳＤの指導者、コーディネーターやプロデューサーの
育成を行うこと」などを列記しているが、かなり重要な役割を期待する以
上、それをＮＰＯが担えるだけの財源や社会的立場の裏付けを国として
しっかり明示してほしい。

　財源については、国の予算制度上からも、現時点で計画に明記することは困難であ
ると考えています。
　また、「社会的立場」については、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.19　「（ニ）
ＮＰＯ」の冒頭で以下のように言及しています。

「自発的に、共通の課題に対する意識を持った者が集まり、活動を行っているＮＰＯは、
ＥＳＤの実施主体として最も期待される主体の一つです。ＮＰＯは、不特定かつ多数の
者の利益、公益の増進が活動目的です。」
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46

P.20　「（チ）教員養成・研修機関」では、具体的記述の1つ目に大学が明
示されているが、２つ目は各県や市の教育センターが担うところが大きい
ので、２つ目の冒頭に「各県や市の教育センター等において」と明示し
て、各県や市の教育センターの役割であることを明瞭に示しておいた方
が良い。

　各県や市の取組については、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.21の「（ヌ）地
方公共団体」に以下のように言及しています。

P.21
（ヌ）地方公共団体
　地方公共団体は、地域の諸課題を地域の多様な主体とともに解決する役割を有して
おり、地域におけるＥＳＤの推進について大きな影響力を持っています。このため具体
的には、以下のような取組や役割が期待されます。なお、これらの取組においては、住
民、小中高等学校、地元事業者、地元大学等の参加の下に行うことが期待されます。

47

P.20　「（ヌ）地方公共団体」は、学校の項と同様に、教育委員会を並記し
てはどうか。ここでは、教育委員会を地方公共団体の内部組織に位置づ
けているが、教育委員会は首長部局とは独立したポジションをとっている
場合が多いのと、ＥＳＤにおいては特出すべき組織であるので、あえて並
記してはどうか。

　教育委員会は地方公共団体に含まれるので、並記しておりません。教育委員会の重
要性についてはご指摘のとおりです。「（ロ）学校」に教育委員会を並記し、「（ロ）学校、
教育委員会」と修正しました。

48

P.22　「（ホ）国民の国際理解の増進」の本文の１行目、「国際協力の推進
を進める」は言葉が重複するので、「国際協力を推進する」にしてはどう
か。

　ご意見のとおり修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.23
（ホ）国民の国際理解の増進
　個々人の国際理解の増進が、国際協力のを推進するを進める上で必須になることを
踏まえ、国際理解教育等を推進し、地球的視野を持つ人づくりに努めます。

49

P.23　「５．評価と見直し」の（２）の本文の１行目、「２００６年以降、毎年政
府の取組状況について点検します。」とあるが、とても毎年点検していた
とは言い難いので、「毎年」という言葉は削除した方が良い。

　2006年以降、政府はこれまで毎年、関係省庁連絡会議幹事会において政府の取組
状況の点検や方向性等についての議論を行ってまいりました。今後も定期的に関係省
庁連絡会議幹事会を開催し、取組状況について点検等を行っていく予定ですので、原
文のとおりとさせていただきます。

50
P.23　「５．評価と見直し」の（３）の本文の２行目、真ん中あたりの「取組
む」は、他の箇所での記述からみて「取り組む」と書いた方が良いのでは
ないか。

　ご意見のとおり修正しました。
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51

１頁　第２パラグラフ
「その後の世界の状況を見ると、人口が増加する一方で、地球温暖化は
進行し、穀物生産量は伸び悩み、深刻な水のストレス（制約）を受ける人
口は増え、生物の多様性はわれています。また、国内では少子高齢化が
進む中で、「格差社会」、「無縁社会」といった言葉が広く話題に上ってい
ます。」この記述を「持続可能な開発教育」の主流化が緊急を要すること
をあきらかにするために、ボン宣言２項を引用して、「われわれがその挑
戦を受けているこれらの問題は、持続不可能な社会を作り出してしまった
価値観によってもたらされたものである。これらの諸問題は密接に関連し
あっており、その解決にはより強力な政治的選択と断乎とした行動が必
要になっています。」と付記する。

　ご意見の趣旨を踏まえ、下記のように修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.1　本文15行目～
（前略）持続可能な世界の実現、健康で文化的な生活を保障し、人と人のつながり、人
と自然のつながりを大切にする地域づくり、それらの基礎となる教育の重要性は、国際
的にも、国内的にも一層高まってきています。2009年にドイツで開催されたＥＳＤ世界会
議で取りまとめられたボン宣言にもより強力な政治的コミットメントと断固たる行動が求
められている、と記述されました。

52

１頁下段
「・前半５年の取組について追記。
・ＥＳＤの普及促進をさらに加速させ、ＥＳＤの「見える化」、「つながる化」
を推進。
・新しい学習指導要領に基づいたＥＳＤの実践、ＥＳＤの推進拠点として
のユネスコス
クールの活用など、学校教育を活用してＥＳＤを推進。
・新しい公共の概念との関係を明記。
・２０１４年の最終年の先も見据えたＥＳＤの更なる促進。」
国連のロードマップと観連づけるために、上記第四点に加筆して、「リオ
プラス２０年」、「生物多様性条約の１０年」、「国連ミレニアム開発目標」と
の密接に関連した形での」「２０１４年の最終年の先も見据えたＥＳＤの更
なる促進。」の前提としてさきに記す。

　ご意見の趣旨を踏まえ、下記のように修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.6　15行目～
　２０１４年に我が国で開催される最終年会合では、我が国の取組を世界に向けて発信
すると同時に、２０１４年以降も、国連等の枠組の下で行われるESDの理念と合致する
取組も視野に入れた形でＥＳＤが世界中で継続的かつ自発的に取り組まれるものとな
るよう、「ＥＳＤの１０年」の先を見据えた更なるＥＳＤ推進のためのメッセージを我が国
から世界に向けて発信することが重要です。

53

３頁　９行目
「これらの取組は、性別、人種等により差別されず、公平に向上するよう
取り組まなければなりません。」に、持続可能な開発教育と生物多様性
問題との関連性を強調する意味で、生物多様性問題についてUNESCO
が強調している生物多様性激減の根本原因の一つになっている「生物多
様性と文化多様性」の持続不可能な破壊に言及して、「また、生物多様
性とその前提でもある文化の多様性を、グローバル化する標準化圧力に
こうして守る必要があります。」と付記する。

　文化の多様性を守る点については、以下の箇所で言及しています。

P.5　下から5行目
「（前略）各地域において様々な主体が連携しつつ、地域の文化、産業、自然、歴史等
を踏まえた、持続可能な地域づくりを行うことを目指します。」

　また、生物多様性を守る点については、以下の箇所で言及しています。

P.8　4行目～
「大量生産・大量消費・大量廃棄に基礎を置く生活スタイルや産業構造を転換し持続可
能な消費・生産パターンを定着させることや生物多様性を確保することなどです。」
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３頁最後の業から４頁１行目にかけて、
このセンテンスの中で、「行動の変革をもたらす」は、UNESCOの関係文
書のなかでの「変革の行動を起こす」を正しくつたえきれていないように
思えます。その意味で原案テキストの「、、、持続可能な将来が実現でき
るような行動の変革をもたらすことであり、その結果として持続可能な世
界への変革を実現することです。」の「持続可能な将来ができるように」を
明確に「現在の世界の持続不可能な条件を改める変革の行動をおこす
ことで、その結果として持続可能な世界への変革を実現することです。」
とする。

　ご提案の趣旨は、原文の「持続可能な将来が実現できるような行動の変革をもたら
す」という記述によって表現できているものと考えています。

55

５頁１行目
「持続可能な社会づくりのための行動を織り込むことをめざします。」だけ
では、これが持続可能な世界を作るためにまず地域の社会づくりから始
めるという、この行動の世界的な意味がはっきりした方がよいので、引用
箇所のあとに、「そのような行動を世界の諸地域で織りつなげることで、
世界全体の持続可能性を作り出す原動力にします。」と付け加える。

　ご指摘の点については、下記の箇所で言及しています。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.4
（ロ）ＥＳＤの目標
　ＥＳＤの目標は、すべての人が質の高い教育の恩恵を享受し、また、持続可能な開発
のために求められる原則、価値観及び行動が、あらゆる教育や学びの場に取り込ま
れ、環境、経済、社会の面において持続可能な将来が実現できるような行動の変革を
もたらすことであり、その結果として持続可能な世界への変革を実現することです。

56

６頁７行目
持続可能な開発教育は、このような「未来を築く担い手」を、地域社会の
なかで要請して、日本全国の持続可能な開発の原動力とするところに固
有の役割があると考えられます。そこで、「、、、「未来を築く担い手」とな
ることが不可欠です。」に続いて、「日本の多様な環境条件・文化伝統を
失いかけているローカルな地域のなかで育てた「未来を築く担い手」たち
を、多様な地域の境界を越えてつなぎ、自治体レヴェル、地方レヴェル、
全国レヴェルで、持続不可能な今日の日本社会を持続可能にする変革
の動きを日本の各地につくって、これをつないでいく原動力になるように
努めるべきなのです。」
という文章を付け加える。

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のように修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.15 　19行目
例えば、各地域地方ブロックや全国レベルにおいて、ＥＳＤ活動の実践者や支援者等
が集い、取組事例や課題等を互いに学び合い、連携のきっかけを作るための場の形成
を促進します。
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７頁、下から９行目
「地域福祉の向上にもつながります」の後に、補完性の原則について明
確に記す。これは特に生物多様性条約締約国会議の際の市民が強調し
たことですが、持続可能な世界づくりは、自然と人間、人間同士の関係の
持続不可能性をなくすローカルなコミュニティでの「持続可能な開発教
育」を土台にすべきだということができます。ローカル・コミュニティを持続
可能にする地域での「持続可能な開発」を、地域別、地方別国別に次第
におしひろげて国際社会の持続可能性を作り出すために、ローカルにで
きることはローカルに、できないことを見や地方や国家レヴェル、さらに国
でできないことは世界の地域や国連レヴェルでグローバルに扱う、下か
らの活動をよりおおきな単にが補完するという考え方が強調されました。
この考え方をここにいかすために、「地域の民官協力によって持続可能
な地域をつくって、これをもとにした持続可能な自治体、持続可能な地
方、持続可能な日本をつくって、これをもとにして、さらに公正な貿易、互
恵的な経済協力によって持続可能な世界づくりに日本が貢献します。」を
書きたす。（そうすることで、次の国際的な視点によりよくつながると思わ
れます。）

　ローカルなコミュニティにおけるESDの重要性については、御意見のとおりであり、例
えば、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）3．ESD実施の指針(1)地域づくりへと発展
する取組の項に、「ESDの取組においては、学習者が多様な課題を実感し、自らの問題
として捉え、解決に向け実践することが必要です。そのため、教育を受ける個人に近い
地域において、地域の特性に応じた実施方法を開発し、発展させることが重要です。」
と記述しているところです。
　一方、「補完性の原則」に関する御指摘については、国家や国際レベルはローカルレ
ベルではできないことに限って取り組むべきとも読めるところ、問題の性質に応じていろ
いろなレベルが積極的に取り組むべきとの考え方もあるようです。今後の議論の成熟
を待ちたいと思います。

58

８頁中段
上記補完性の原則で「地域づくり」を根底においた持続可能な世界の構
築は、特に生命の多様性と文化の多様性を破壊しています。この流れの
中で起こっている、都市と農村の過密過疎問題、河川の上流と下流の分
断などの持続不可能な社会を作り出しているグローバル化経済の中で、
各地域が１９５０年以前には持っていたコミュニティ内。コミュニティ間の
絆、農商工提携の智慧を掘り起こす偽つようがあります。その意味で、
「さらに、地域の伝統的な文化を大切にする取組も、地域の関係性を保
ち、向上させるものとして有効です。」のあとに、「古老を含めて地域住民
の智慧を掘り起こすところから、持続可能な世界をつくる大構想へと、
ローカルな地域づくりに根を下した持続可能な開発教育をすすめる活動
を展開していく必要があります。」を付け加える。

　ローカルなコミュニティにおけるESDの重要性については、ご意見のとおりであり、例
えば、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.9、3．ESD実施の指針(1)地域づくりへと
発展する取組の項に、「ESDの取組においては、学習者が多様な課題を実感し、自らの
問題として捉え、解決に向け実践することが必要です。そのため、教育を受ける個人に
近い地域において、地域の特性に応じた実施方法を開発し、発展させることが重要で
す。」と記述しているところです。
　一方、「補完性の原則」に関する御指摘については、国家や国際レベルはローカルレ
ベルではできないことに限って取り組むべきとも読めるところ、問題の性質に応じていろ
いろなレベルが積極的に取り組むべきとの考え方もあるようです。今後の議論の成熟
を待ちたいと思います。
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９ページ下から３行目
学際性・総合性とともに、「批判的」つまり自分のしていることを絶えず自
己批判することが、UNESCOなどの持続可能な開発教育で強調され、本
実施計画でも「批判的」な教育ということが述べられています。その点をこ
こでも明らかにするために、次の加筆を提案します。「、、、経済、社会の
各側面から学際的かつ総合的に扱うことが重要です。」「そして、地域コ
ミュニティを持続可能にすることの利害関係者、ステークホルダーたちの
間で、相互に学びあい、共同でこれまでの地域のあり方、とらえかたにつ
いて、ともに反省する批判的な相互学習に根差すように、日本全国の教
育システムにおける持続可能な地域づくりの主流化をすすめることが大
切です。」を付け加える。

　批判的な学習については、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.10（５）育みたい
力の中で以下のとおり言及しています。

P.10
「批判力を重視した代替案の思考力（クリティカル　シンキング（critical thinking））を育
むこと、データや情報を分析する能力、コミュニケーション能力の向上を重視することが
大切です。」

　また、地域との連携、学び合いなどについてはP.11に以下のとおり言及しています。

P.11
「各地域においては、大学や教育委員会その他の教育関係組織、社会福祉協議会や
地域のＮＰＯ等が、教育現場と地域の人材や施設、活動の場をつなげることが期待さ
れます。」

60

１１頁中段
評価の指針はチェックリストで標準化する必要があるが、評価を実施す
るさいには、各特定地域の事情を知っているローカルな地域社会のス
テークホルダーたちの意見を聴取することも不可欠である。そのことを明
示するために、「、、、これを指針としてESDの取組をすすめることなども
有効です。」の後に、「この取組を進めるに際して、各地域の自然環境条
件や茶会文化的な特徴を知っている地域社会のステークホルダーたち
の意見を聴取して、ESDの取組の軌道修正を定期的におこなうことが望
ましい。」を付け加える。

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のように修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）Ｐ．11　12行目
（７）評価
ＥＳＤの取組を広め、効果的なものとさせるため、ＥＳＤを実践する主体は、企画し、実
践し、様々なステークホルダーの意見を伺いながら評価し、それを次の活動の改善に
いかすという過程を重視して行うことが大切です。
　また、ＥＳＤの概念をより分かりやすく提示するためにも、ＥＳＤを評価するための
チェックリストを作成し、これを指針としてＥＳＤの取組を進めることなども有効です。
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61

１１頁下から２行目
ESDの１０年の後半の推進体制を確立するのには、日本各地の地域社
会における持続可能な開発教育の取組についての判断を基にする必要
があります。そこで、ローカルな生態環境と文化の特色を熟知している日
本各地の地域社会それぞれのステークホルダーたちの意見をもとに、日
本列島の生態環境の多様性と文化の固有性を計算にいれた判断が不
可欠です。その意味で、関係省庁と有識者からなる円卓会議をひらくに
先立って、
日本の各地域（県レヴェルあるいはより広い地方レヴェルで）それぞれの
地域でのステークホルダーの意見を汲み取るための集会が不可欠であ
ると考えられます。そこで、
「、、、、円卓会議を随時開催します。これらには、日本各地域の生態・文
化環境の特殊性を熟知した各地域のステークホルダーを集めた円卓会
議によって、日本列島の生態文化的多様性を反映した軌道修正によっ
て、ESDの１０年の後半の取組を方向づけることにします。」

　政府は円卓会議を毎年開催し、教育機関・ＮＰＯ・学会・企業など、各方面から１８名
の民間有識者をお迎えし、具体的な取組の方策に関する幅広い意見交換及び情報共
有を図っています。
　今後も、この会議をさらに有意義な意見交換の場とすべく、関係省庁及び円卓会議の
メンバーと協議しながら、その在り方について検討してまいります。

62

１４頁　１行目
意見交換に参加するステークホルダーには、地域社会の持続不可能性
のいろいろな現れをもっとも敏感に感じ取っている女性、障害者、年少
者、老人、外国人、マイノリティの参加が必要である。したがって、「、、、
円卓会議を随時開催し、ESDの推進方策について幅広く意見交換を行い
ます。」に続いて、「幅広い意見交換には、ジェンダー・バランス、世代バ
ランスに配慮するとともに、先住民族、在日外国人や、身体障害者の参
加を求めます。」を追加する。

　政府は円卓会議を毎年開催し、教育機関・ＮＰＯ・学会・企業など、各方面から１８名
の民間有識者をお迎えし、具体的な取組の方策に関する幅広い意見交換及び情報共
有を図っています。
　今後も、この会議をさらに有意義な意見交換の場とすべく、関係省庁及び円卓会議の
メンバーと協議しながら、その在り方について検討してまいります。

63

１５頁　下から７行目
生物多様性条約９条j項が、伝統的な生活を送っている先住民族の知
識、工夫、慣習の尊重を特に明記していますが、人間社会が生態環境の
中に埋め込まれていることを忘れている現代工業化・商品化社会の持続
不可能性を克服するのには、先住民族のもならず農漁村、山林地域の
古老の智慧も持続可能な開発を方向づけるうえで、「科学的」な調査研
究と同等、あるいはそれ以上の有効性をもっていることが、生物多様性
条約名古屋COP10に集まった世界の市民や先住民族の代表によって強
調されていました。そのことを本実施計画に反映させるために、次のセン
テンスを挿入することが望まれます。
「、、、ESDの効果についてのデータ蒐集に努めます。」につづいて、「以
上の調査研究に際しては、農漁村、里山などの地域コミュニティの古老、
先住民族、伝統的な生存経済地域からの移住者たちの経験や知見をき
きとることにも努めます。」と付記することを提案します。

　ご意見を踏まえ、以下のように修正しました。

P.9　9行目
「地域の伝統的な文化を大切にしたり、地域の知恵や経験に学ぶようなする取組も、地
域の関係性を保ち（後略）」
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１７頁の１最後の行と１８頁の１行目の間
地域コミュニティの持続可能性は、地域を「バイオ・リージョン」「生命地
域」「生命流域」として捉える立場からすると、そこで川上の限界農村と川
下の工業地域など、分断されることで地域内に貧富格差、開発格差、際
生産力格差などの「南北関係」をつｋりだしています。この持続不可能な
地域の分断・両極化に対処するためには、分断された地域の部分で生
活する人々の分断をなくすための協力を実現する必要があります。
その意味で、企業関係者と農村住民の交流、農漁業・林業と商業の連携
などを推進することが地域コミュニティの持続可能性を回復するために必
要です。その意味で、１７頁の最後の行の「老若男女さまざまな者の参加
を通じて、以下のような取組や役割が期待されます。」につづいて、「・子
育て、まちづくり活動、、、」の前に、「・生産・消費の巨大化する都会と限
界集落化する農漁山村に分断された地域の部分をつなぐ活動、都会か
ら農村へのエコ・ツリズム、農商提携、漁商提携などを盛んにする諸活動
を活発にすること。」を挿入することを提案します。」

　ご指摘の点については、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.18、P.20で以下の
ように言及しています。

P.18  9行目
・ 自然体験、農山漁村などにおける体験活動、職業体験その他多様な体験活動を促
進すること。

P.20
（ヘ）農林漁業者、関係団体
　農林漁業者等は、「（ホ）事業者、業界団体」に包含されますが、事業の現場が地域に
根づいていること、事業活動が地域の自然環境の維持管理のために大きな役割を有し
ていること、食という人間が生存する上で基本的な部分を扱っていることなどから、特に
以下のような役割や取組が期待されます。
・ 生活体験、自然体験、職業体験など多面的な側面を重視した農山漁村における体験
活動の場や機会を提供すること。
・ 事業活動そのものが、地域の自然環境の維持管理、地域経済や産業の振興など持
続可能な地域づくりに資することを踏まえ、学校、ＮＰＯ、行政等多様な主体との協働の
中で、地域づくりの担い手の一つとして大きな役割を担うこと。

65

Ｐ５，Ｐ８への改定文あたりへ次の文章の“障害者ＥＳＤの追加”を依頼し
ます。
　障害者ＥＳＤというと、教育時代の総合的な取り組みの認識から自己の
発展、創造性、興味を向ける、と言う事を仲間と共に楽しむ、送るという関
係を持った進み方に仕事はもちろん自己の人間形成にも興味を持って
育ってほしい。市町村の地域づくりへと発展する取り組みが重要というの
と同じように障害者のＥＳＤについても創造性などが大切というようにこの
広く見つめた両者共同のシステム作りが求められていると言う事。果たし
て子供達、障害者達の人生、お互いが築くべきと思える社会、人生、環
境等、障害者たちが作る人生設計のつながりと社会の組織作りとのつな
がりがお互いが連絡する、－個人が参画する地域づくりを社会の仕組み
としても確立していく必要がある。即ち現代の必要としての取り組むべき
社会―達成されるべき社会、ＢＡＳＥは教育の社会（小、中、高）。
人々と共に手を取り合って・・・が社会の中に存在、生きざまを描く、社会
のうねりへの参加と言う事。

　障害者ＥＳＤについては、福祉に関するＥＳＤ活動の中に含まれるものと考えられま
す。ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.5で以下のとおり記述しています。

P.5　（ロ）最終年までの目標
「（前略）社会を構成する個々人が、人と人、人と社会、人と自然とのつながりを大切に
しながら、各地域において、環境保全や健康福祉、地域活性化・まちづくりなどのＥＳＤ
活動が実践されることで、これらの活動に参画しながらつながりを取り戻しつつ、持続
可能な社会を築く力を育み、個々人がいわば「未来を築く担い手」となることを目指しま
す。」

　また、P.9の19行目では障害者の社会参画について、P.19の下から8行目では障害者
雇用について言及しています。
　ご意見の趣旨を踏まえ、障害者福祉についてもＥＳＤを推進していく中で配慮してまい
ります。
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９ページについて
１２行目の次に、各都道府県等においては、従来のユネスコ関係担当部
署である生涯学習担当部署だけでなく、学校教育（義務教育）担当部署
もＥＳＤにおける主たる担当部署となると明記していただきたい。

　どの部署をＥＳＤの主たる担当とするかについては、各地方自治体の裁量に委ねられ
ています。
　なお、ユネスコスクール担当部署、ＥＳＤ担当部署については各都道府県、政令指定
都市の教育委員会等に、窓口が設置されています。ユネスコスクール担当窓口につい
てはホームページにて公開しています。
　http://www.unesco-school.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=341

67

９ページについて
下から２行目、「円卓会議等を随時開催します。」について。
「円卓会議は、公募枠を加えてメンバーを拡大すると共に、少なくとも年
に２～３回は開催する。特に５～６月には必ず開催し、幅広く国民の声が
予算要求に反映できるようにする。」と具体性のある記述とし、円卓会議
の位置づけを確固たるものになるよう明記していただきたい。

　政府は円卓会議を毎年開催し、教育機関・ＮＰＯ・学会・企業など、各方面から１８名
の民間有識者をお迎えし、具体的な取組の方策に関する幅広い意見交換及び情報共
有を図っています。
　今後も、この会議をさらに有意義な意見交換の場とすべく、関係省庁及び円卓会議の
メンバーと協議しながら、その在り方について検討してまいります。

68

９ページについて
下から５行目から３行目、「持続可能な開発に関する各種の計画等の内
容を踏まえた持続可能な社会の姿を国民の衆知も集めながら検討し、国
民にわかりやすく伝えるよう努めます。」について。
具体的な達成目標も数値目標も、ロードマップも示せていないが過去５
年間の取組を踏まえた実施計画の見直し段階にある現在でも、この点が
変わっていないことは問題と思う。
今回の見直しに際して、バックキャスティング方式を取り入れた具体的な
達成目標、数値目標、ロードマップを明記した行動計画を２０１１年度（平
成２３年度）中に別途策定するということを明記していただきたい。

特に、１４ページの（ハ）の本文の９行目以降にある人材育成や組織づく
りなどは、実施計画として財源についての明記は不可欠と考える。

　今後、関係省庁の具体的な施策を盛り込んだ別表を取りまとめる予定です。具体的
な達成目標や数値目標、ロードマップ等については、別表に盛り込まれた各施策を企
画・実行する際に、必要に応じ、適宜検討してまいります。
　また、財源については、国の予算制度上からも、現時点で計画に明記することは困難
であると考えています。

69

１５ページについて
７行目から９行目、地域リーダーと教員が一緒に受講できる研修等を実
施することについて。
「環境」に特定することなくＥＳＤにかかるあらゆる分野について地域リー
ダーと教員が一緒に受講できるＥＳＤ研修実施を明記していただきたい。

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.15 下から6行目
（前略）さらに、地域で環境等に関する活動を実践しているリーダーと教員が一緒に受
講できる研修等を実施し、この中でもＥＳＤに関する内容を取り上げるよう努めます。
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９ページについて
１３行目から１４行目、大学の教職課程に言及している点について。
「ＥＳＤに関する内容を積極的に取り上げる」表現を「必須とする」などより
必要性を強調する記述にしていただきたい。

　各大学の裁量もあるので必須とすることは困難と思われます。

71

９ページについて
１７行目から１８行目、必要な謝金等が支払われるよう、経済に組み込ま
れるよう努めます、について。
実施計画としては財源、コストに関する記載が具体的であることが必須
であると考える。
実際に全国でＥＳＤに関する人材活用が広がった場合を想定して現実的
に利用可能な財源を具体的に示していただきたい。

　複数の自治体等において、謝金を支払って講師を招聘し、独自にＥＳＤ関連の研修会
等を実施している例がありますが、財源については、個々の実施主体の裁量に委ねら
れるため、具体的に明示することは困難であると考えています。

72

１６ページについて
「（ロ）学校」は「（ロ）学校、教育委員会」とすべき。
小中高等学校等の間の連携などは教育委員会が主導しなければ実現し
ない内容であると考える。

　ご指摘を反映し、「（ロ）学校、教育委員会」と修正するとともに、ＥＳＤ実施計画（平成
23年6月3日改訂）P.18の項目列挙部分の末尾に以下の項目を追加しました。

・教育委員会等の教育関連部局においては、ＥＳＤの視点を取り入れた各種研修会の
開催、参加促進、ＥＳＤやユネスコスクールの担当窓口の設置など、教育現場へのＥＳ
Ｄの浸透を図ります。

73

１７ページについて
１０行目から１４行目、「総合的な取組であるＥＳＤは、外部の人材、場や
機会等を有効に活用することにより、教職員に過度の負担を強いること
なく質の高い教育を実践することも可能となります。これらを踏まえ、具体
的には以下のような取組や役割が期待されます。」について。
具体的に教職員の負荷低減のための方策を明記していただきたい。

　ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）は、ＥＳＤ実施要領ではないため、個別の方策
について細かく記述することを避けていますが、ＥＳＤの実施の在り方については、国
立教育政策研究所などでも研究が進められているので、その成果を現場で活かしてい
ただきたいと考えています。

74

１８ページについて
「（ニ）ＮＰＯ」の中で、「多様な主体が連携した取組が促進されるよう、各
地域においてプロデューサーやコーディネーターの役割を担い、学校教
育、社会教育、企業内教育、地域活動等が連携したＥＳＤの取組を広げ
ること」とか「ＥＳＤの指導者、コーディネーターやプロデューサーの育成
を行うこと」について。
重要な役割を期待する以上、それをＮＰＯが担えるだけの財源や社会的
立場の裏付けを国としてしっかり明示していただきたい。

　財源については、国の予算制度上からも、現時点で計画に明記することは困難であ
ると考えています。
　また、「社会的立場」については、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.19　「（ニ）
ＮＰＯ」の冒頭で以下のように言及しています。

「自発的に、共通の課題に対する意識を持った者が集まり、活動を行っているＮＰＯは、
ＥＳＤの実施主体として最も期待される主体の一つです。ＮＰＯは、不特定かつ多数の
者の利益、公益の増進が活動目的です。」
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２０ページについて
「（ヌ）地方公共団体」は、学校の項と同様に、教育委員会を並記してはど
うか。ここでは、教育委員会を地方公共団体の内部組織に位置づけてい
るが、教育委員会は首長部局とは独立したポジションをとっている場合が
多いのと、ＥＳＤにおいては特出すべき組織であるので、あえて並記して
はどうか。

　教育委員会は地方公共団体に含まれるので、並記しておりません。教育委員会の重
要性については、ご指摘のとおりです。（ロ）学校に教育委員会を並記するよう修正しま
した。

76

「・ 小中高等学校においては、各教科や総合的な学習の時間等における
学校の教育活動全体を通じて進めること。」（p.17）の後に次の文を挿入
すること。
　高等学校においては，科・コース等によらず，ＥＳＤへの取り組みが強く
なされている科目を生徒が自由に選択できるようにすること。

高等学校においては，地理歴史科，公民科，理科の各教科では，数科目
のうちいくつかを選択して履修することになっている（地理歴史科では世
界史が必修，日本史と地理が選択）。これについては，学校によって開講
される選択科目が限られていて履修できないケース（たとえば地学が開
講されていない）や，コースによって履修できる選択科目が決められてい
るケース（たとえば文系進学コースというようなコースがあり，そのコース
では地理歴史科では世界史と日本史を履修することに決められていて地
理を履修したくてもできない）が大多数であるのが実態である。ある科目
がESDへの取り組みを進めても，その科目を履修できる生徒が限られる
のは，ESD教育を進める上で支障になる。

　新学習指導要領の総則では、高等学校の教育課程の編成に当たっては，ＥＳＤへの
取組に限らず，生徒の特性，進路等に応じた適切な各教科・科目の履修ができるように
し，このため，多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう
配慮するものとしており、引き続きその趣旨を十分に周知していきたいと考えています。
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77

RCE(国連大学は「持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点
（ＲＣＥ）」)の情報が,欠落しておりますので，これを付け加えていただけま
すようにお願いを申し上げます．

国連大学のRCEの取り組みは，先進的，かつ先導的であり，ユネスコ本
部（パリ）でのESD世界会議では，いまだ連携作りをおこなっております
が，RCE（ESD地域拠点）は，街作りとして，積極的に成人，市民を巻き込
んだ実践活動になっており，RCE間の連携も活発になってきているところ
です．
環境教育の専門家の立場としては，そのように思います．

国内，省庁間ESDの情報交換会議にもRCEから代表者が出席しており，
国内ESD活動の大きな部分の推進減になっています．

昨年の生物多様性COP10でも　ESDといえば，RCE，国連大学の発表が
大きな側面を占めています．

国内拠点も5箇所となりましたが，当初は「イニシャル７」として，現在世界
中に70余箇所あるRCE（ESD地域拠点）のうち，2箇所は国内が最初の7
箇所「イニシャル７」に含まれて，先導的立場からの活動がされてきまい
た

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.22
（イ）国連関連機関等との連携･協力
　ユネスコ、国連開発計画（ＵＮＤＰ）、国連環境計画（ＵＮＥＰ）、国連大学等において、
ＥＳＤに関する取組が行われています。例えば、国連大学では、ＥＳＤに係る地域にお
ける連携・協力を促進するための仕組みとして、地域の拠点（ＲＣＥ）づくりを提唱・推進
しており、現在、国内６拠点を含む世界８５拠点をＲＣＥとして認定しています。我が国と
しても、これらの国連関連機関等への拠出金などを通じ、ＥＳＤの地域の拠点づくり、高
等教育機関のネットワーク形成、セミナーの実施、調査・研究、教育プログラムの作成、
専門家育成などのＥＳＤ関連事業の実施を支援します。
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16頁の「４.ＥＳＤの推進方策　（３）各主体に期待される取組　（イ）個人、
家庭」
２０１４年までの１０年間の取組において、最も大きな目標は、個々人の
意識と行動の変革です。そのためには、最も身近である日常生活におけ
る取組から始めることが重要です。近年、ＬＯＨＡＳ（Lifestyles Of Health
And Sustainability）のように持続可能性の概念を包含したライフスタイル
の提案や、フェアトレード商品のような持続可能性、公平性等の環境、経
済、社会の観点を包含した商品の販売が広がりつつあり、これらの考え
方を日常生活にいかした取組をますます広げることが大切です。また、
生産と消費が同等に重視されるような社会づくり、政策づくりが求められ
ます。人と自然との共存に向けては、地域の生物多様性の保全や改善
に寄与する具体的な行動を促進させることが求められます。
これらを踏まえて、以下のような取組や役割が期待されます。
・「スローライフ」や「ＬＯＨＡＳ」の考え方が広まり日々の暮らしの中にいか
されること。
・グリーン購入やフェアトレード商品の購入に心がけること、カーボンフッ
トプリント等の環境負荷表示を商品購入時の参考にすることや省エネ型
の暮らしの実践、森林・木材資源の循環的利用などライフスタイルを転換
すること。住居の新改築、改修の機会には、環境性能の向上や周囲の自
然環境との調和に努めること。
・環境、経済、社会の全体に視野を広げ、生産と消費の関係や生物多様
性等の横断的な観点を踏まえながら、消費者のライフスタイルの転換を
促すような教育を推進すること。
・エコロジカル・ネットワーク（生態系ネットワーク）形成の重要性を踏まえ
ながら、その拠点となる家の庭などにおいて、地域の生物多様性の保全
や改善に寄与する行動を促すような教育を推進すること。

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.16～
（イ）個人、家庭
　２０１４年までの１０年間の取組において、最も大きな目標は、個々人の意識と行動の
変革です。そのためには、最も身近である日常生活における取組から始めることが重
要です。近年、ＬＯＨＡＳ（Lifestyles Of Health And Sustainability）のように持続可能性
の概念を包含したライフスタイルの提案や、フェアトレード商品のような持続可能性、公
平性等の環境、経済、社会の観点を包含した商品の販売が広がりつつあり、これらの
考え方を日常生活にいかした取組をますます広げることが大切です。また、生産と消費
が同等に重視されるような社会づくり、政策づくりが求められます。さらに、日常生活の
中で、人と自然のつながりを意識しながら、生物多様性の保全に寄与していくことも重
要です。（後略）
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16～17頁の「４.ＥＳＤの推進方策　（３）各主体に期待される取組　（ロ）学
校」
 さらにまた、ＥＳＤでは総合的な学習の時間を効果的に利用することが重
要です。例えば、教科横断的な教育活動を総合的な学習の時間で効果
的につなぎ合わせることにより、「知の総合化」を実践することが可能に
なります。さらに、今後は学校教育の中でＥＳＤをより一層促進させるた
めに、「環境科」を設置することが重要です。

　新学習指導要領においては、持続可能な社会の構築の必要性を踏まえ、社会科や
理科、技術・家庭科など関連の深い教科を中心に、環境教育に関する内容の充実を
図っています。今後とも、新学習指導要領を着実に実施し、関連の深い教科等を中心
にしつつ、総合的な学習の時間を活用するなどして、教科横断的・総合的に、学校教育
全体を通じたESDを推進していきます。

80

16～17頁の「４.ＥＳＤの推進方策　（３）各主体に期待される取組　（ロ）学
校」
ＥＳＤの実践に当たって、学校全体の運営の中でＥＳＤを位置づけるに
は、これまでのカリキュラムや教育内容、校（園）庭や校（園）舎等の施設
のあり方をＥＳＤの視点で捉え直して再構築することが考えられます。

　ご指摘の点はＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.18に以下のとおり言及してい
ます。

P.18　11行目
「・ 学習や生活の場としての学校施設を環境に配慮したものとすること。また、整備され
た学校施設を教育に活用すること。」

81

16～17頁の「４.ＥＳＤの推進方策　（３）各主体に期待される取組　（ロ）学
校」
「・小中高等学校においては、各教科や総合的な学習の時間等における
学校の教育活動全体を通じて進めること。さらに、学校評議会の活用、Ｐ
ＴＡ活動等学校経営の中で総合的な取組を進めること。」の次に次の項
目を加える。

・ＥＳＤをより一層促進させるために、既存の教科等での取り組みとあわ
せて、独立した教科として「環境科」を設置し、体系立てたカリキュラムの
もとにＥＳＤが確実に行われる仕組みをつくること。

　新学習指導要領においては、持続可能な社会の構築の必要性を踏まえ、社会科や
理科、技術・家庭科など関連の深い教科を中心に、環境教育に関する内容の充実を
図っています。今後とも、新学習指導要領を着実に実施し、関連の深い教科等を中心
にしつつ、総合的な学習の時間を活用するなどして、教科横断的・総合的に、学校教育
全体を通じたESDを推進していきます。

82

16～17頁の「４.ＥＳＤの推進方策　（３）各主体に期待される取組　（ロ）学
校」
「・異なる学年や小中高等学校等の間の連携、地域社会等との連携にも
配慮し、総合的な取組とするよう配慮すること。」の次に次の項目を加え
る。

・幼児や児童生徒が、自然と日常的に触れ合い、また人と人、人と自然と
存 学校 庭ビ プ 促進

　ご指摘の点はＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.18に以下のとおり言及してい
ます。

P.18　11行目
「・ 学習や生活の場としての学校施設を環境に配慮したものとすること。また、整備され
た学校施設を教育に活用すること。」

83

20頁の「４.ＥＳＤの推進方策　（３）各主体に期待される取組　（チ）教員研
修・研修機関」
教員がＥＳＤに関する知識や技能を有していることにより、幼児、児童生
徒への効果的なＥＳＤが可能となるため、教員養成・研修機関には以下
のような取組や役割が期待されます。

　ご意見のとおり修正しました。
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【関連部分 P14、４－(2)－ハ】
パートナーシップとネットワークの構築・運営」に対して保障する。

（理由）石川県の教育現場ではESDはあまり認知されておらず取り組む
教員も少ない。この現実を改善しようと、昨年２月に「ESD石川ｔ」という
ネットワークを立ち上げた。活動内容は、ESDに関する情報をMLで共有し
月例学習会の開催等である。当初、対象は教員だったが、NPOや市民の
入会も増え現在会員数は約100名となった。
　この活動は仕事と認められていないため、勤務時間外に全額自費で
行っている。活動が継続し発展していくためにはESD関連の活動を公務
として認めていただきたいと思う。また県の枠をこえて、同様なネットワー
ク同士がつながる仕組みもほしい。

　各地方自治体の裁量もありますので、具体的な記述をするのは困難と思われます。
ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.13に言及されていますが、学習指導要領等に
は持続可能な社会の構築の観点が盛り込まれ、教育振興基本計画にもＥＳＤは教育の
重要な理念であると記述されています。

P.13　（ロ）教育機関における取組
「２００８年７月に策定された教育振興基本計画にもあるとおり、地球規模での持続可能
な社会の構築は、我が国の教育の在り方にとっても重要な理念の１つです。２００８年３
月（幼稚園教育要領及び小学校・中学校学習指導要領）、２００９年３月（高等学校学習
指導要領）に公示された新しい学習指導要領等に基づいたＥＳＤの実践、ＥＳＤの推進
拠点としてのユネスコスクールの活用など、教育機関を活用することにより、国民全体
へのＥＳＤの普及、推進を図ります。ＥＳＤの視点を取り入れた教育関係者への研修の
機会を増大し、学校、社会教育施設、教育委員会など教育機関への一層のＥＳＤの浸
透を図ります。」

85

【関連部分 P15、４－(2)－ニ】
県および市町村教育委員会にESD担当指導主事をおき、研修を進める。

（理由）県教委には現在ESD担当指導主事がおかれていない（石川県の
場合）ので、ぜひ各県・市町村教育委員会の中に担当者を決めるように
していただきたい。また今年度、教員初任者研修の環境教育の講師を務
める機会に恵まれた。与えられたテーマは環境教育でESDにも触れた
が、出席の初任者でESDを知っていた人は誰もおらず、指導主事でESD
を理解している方もいないように感じた。
　ぜひ指導主事対象の研修でESDを多く取りあげ、教員対象の研修を推
進してほしい。

　各教育委員会の在り方については、各地方自治体の裁量に委ねられるものであるこ
とから、国の計画である本計画の中で、各教育委員会におけるＥＳＤ担当者の決定の
在り方について記述することは困難であると考えています。
　なお、教員に対する研修については、以下の箇所で言及しています。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.13　下から7行目
ＥＳＤの視点を取り入れた教育関係者への研修の機会を増大し、学校、社会教育施
設、教育委員会など教育機関への一層のＥＳＤの浸透を図ります。
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【関連部分 P17、４－(3)－ロ】
総合的学習の時間にESDの視点を入れるよう強くはたらきかける。

（理由）総合的学習の時間がかなり多くの高等学校では進学補習授業に
振り替えられている事実がある。各校で総合的学習のカリキュラムや内
容にESDを取り入れるような指導がなければ、現実的には取組はなかな
か進まないと懸念される。具体的には文部科学省から県や市町村教育
委員会を通じての指導が必要なのではないか。

　総合的な学習の時間については、従前より、学習指導要領において、「環境」や「国際
理解」などを例示し、各学校においては、地域や学校、児童生徒の実態に応じて、持続
可能な社会の実現にかかわる課題などを取り上げた学習活動が進められています。ま
た、昨年、文部科学省で作成した指導資料（小中学校）においても、ESDの視点を盛り
込んでいます。
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【関連部分 P18、４－(3)－ニ】
NPOと協働するために財政的保障が必要。

（理由）昨年度までの勤務校では地域の荒廃した里山整備を、年３回８年
間続けてきた。間伐は危険を伴うため森林組合やNPOの補助をお願いし
たが、謝金や生徒への保険料の捻出に非常に苦労した。結局、県費や
学校財政から出せず、市民からの寄付金で何とか事業を継続してきた。
資金面では苦労したが、高校生は地域の方々と共に働くことで多くのこと
を学んでいった。この経験から、NPOや地域との協力でESDを展開する
のはとても効果があると実感している。ための資金として少額でよいから
（分厚い報告書の提出や発表など義務のない）現場の教員が気軽に使
える予算が必要。

　ＮＰＯと協働するための財政的保障については、国の予算制度上からも、現時点で計
画に明記することは困難であると考えています。

88

p.4（ハ）取り組むべき分野

先進国においても、世界の貧困撲滅について、積極的に取り組む必要が
あります。環境保全、人権や平和等の社会的な課題、貧困等の経済的
課題について取り組んでいることが必要です。

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.4　下から7行目
　先進国においては、環境保全、人権や平和等の社会的な課題、貧困等の経済的課
題について、グローバルな視野を持ちつつ取り組んでいくことが必要です。
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p.7（ニ）我が国が優先的に取り組むべき課題
以下（下線部）のように修文する。

我が国を含む先進国に何よりもまず求められるのは、社会経済システム
に環境や人権、文化に対する配慮を織り込んでいくことです。具体的に
は、大量生産・大量消費・大量廃棄に基礎を置く生活スタイルや産業構
造を転換し、現在の消費・生産パターンを見直すことや、生物多様性を確
保することなどです。

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.8
（ニ）我が国が優先的に取り組むべき課題
　環境、経済、社会面の多岐にわたる課題の中で、我が国を含む先進国に何よりもま
ず求められるのは、社会経済システムに環境配慮を織り込んでいくことです。具体的に
は、大量生産・大量消費・大量廃棄に基礎を置く生活スタイルや産業構造を転換し持続
可能な消費・生産パターンを定着させることや生物多様性を確保することなどです。ま
た、人権や文化等に対する配慮を織り込んでいくことも大切です。
しかしながら、個々人の暮らしや地域の課題は、環境、経済、社会がそれぞれ縦割りで
存在するものではないことから、総合的、重層的なものであるはずです。環境の保全か
ら始めた取組もが、人権や福祉等の課題の解決等への発展につながっていくよう取り
組むことが望まれ必要となります。例えば、地域の自然資源の活用を促進する取組に
より、地域経済の向上と環境保全が図られるのみならずだけでなく、この取組に地域の
多様な主体が参加することにより、地域コミュニティの関係性が向上し、地域で顔の見
える関係が構築される結果、地域福祉の向上にもつながります。

　また、「現在の消費・生産パターンを見直す」ことについては、以下の箇所で言及して
います。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.17　12行目
・環境、経済、社会の全体に視野を広げ、生産と消費の関係や生物多様性等の横断的
な観点を踏まえながら、消費者のライフスタイルの転換を促すような消費者教育を推進
する。
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p.9（２）教育の場、実施主体
以下（下線部）のように修文する。

特に学校教育にESDを浸透させることは重要です。児童生徒の学習の成
果や、その実践、発信等を通じて、学校教育から過程、地域、行政や企
業など、全国へESDを浸透させることが可能になります。そのために管理
職や教員への研修や情報提供を予算をつけて行なっていくとともに、学
校全体がESDの実現の場であるように、支援していきます。
　学校教育の場においては、ユネスコ憲章に示されたユネスコの理想を
実現するため、平和や国際的な連携を実践する学校であるユネスコス
クール間のネットワークの強化、活動を図ります。同時に、ユネスコス
クール以外の学校への支援、ネットワーク強化も図ります。

　予算については、国の予算制度上からも、現時点で計画に明記することは困難であ
ると考えています。
　また、ユネスコスクール以外の学校についても、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改
訂）P.13に言及されているように、研修機会の増大等を図るなどして、支援を行い、ネッ
トワーク強化に努めます。

P.13　下から7行目
「ＥＳＤの視点を取り入れた教育関係者への研修の機会を増大し、学校、社会教育施
設、教育委員会など教育機関への一層のＥＳＤの浸透を図ります。」
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p.12（ハ）地域における実践

このため、ESDの推進については地域に立脚した取り組みを重視し、地域にお
ける先進的な取り組みに対する財的・人的支援を行ないます。

　今後の財政的支援については、国の予算制度上からも、現時点で計画に明記するこ
とは困難であると考えています。
　また、人的支援については、状況に応じた適切な方法で行ってまいりたいと思いま
す。
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p.13（２）国内における具体的な推進方策（イ）ビジョン構築、意見交換

また、「国連持続可能な開発のための10年」関係省庁連絡会議の下に、
学識経験者、教育関係者、NPO、企業等の関係者、さらに全国各地で
ESDに取り組む市民など、多様なステークホルダーから成る円卓会議を
随時開催し、ESDの推進方策について幅広く意見交換を行ないます。

　「全国各地でESDに取り組む市民」については、ご指摘の箇所の前後にある「ＮＰＯ」
や「多様なステークホルダー」の中に含まれるものと考えています。

93

p.14（ロ）協議による政策決定、関係者の主体性の促進
以下（下線部、取消し線部）のように修文する。

政策決定において、あらゆる主体から幅広く意見を聴 くき、それを反映さ
せることは、その政策をより質が高く、信頼されるものとするのに有効で
す。・・・・・・このため、持続可能な開発に係る政策については、可能な限
り早い段階からの市民参加プロセスを始動させます。全ての市民が政策
についての情報を得やすく、また、自分の意見を反映するため、持続可
能な開発に係る実践、調査や研究等については、可能な限りホームペー
ジ等に掲載して、アクセス性を向上させます。

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正しました。

　政策決定において、あらゆる主体から幅広く意見を聴 くき、それを反映させることは、
その政策をより質が高く、信頼されるものとするのに有効です。（中略）このため、持続
可能な開発に係る政策については、可能な限り早い段階からの市民参加プロセスを始
動させます。全ての市民 関係者が政策についての情報を得やすくするため、持続可能
な開発に係る実践、調査や研究等については、可能な限りホームページ等に掲載し
て、アクセス性を向上させます。

94

p.16（３）各主体に期待される取り組み（イ）個人、家庭
以下（下線部、取消し線部）のように修文する。

2014年までの10年間の取組において、もっとも大きな目標は、社会や経
済の仕組みをより持続可能な形にすることとともに個々人の意識と行動
の変革です。そのためには、もっとも身近である日常生活における取り組
みから始めることが重要です。近年、LOHASのように持続可能性の概念
を包含したライフスタイルの提案や、フェアトレード商品のような持続可能
性、公平性等の環境、経済、社会の観点を包含した商品の販売が広がり
つつあり、これらの考え方を日常生活にいかした取組をますます広げる
ことが大切です。 また、生産と消費が同等に重視される一方で、現在のよ
うな消費を前提としたライフスタイルの提案に惑わされることなく、自らが
生産に関わったり、消費社会への批判的な視点を養うような、持続可能
な社会づくり、政策づくりが求められています。

＜前段について＞
　ご指摘の箇所は、タイトルに「個人、家庭」とあるように、個人と家庭に期待される取組
について言及した箇所ですので、原文のとおりとさせていただきます。
＜後段について＞
　ご指摘の点については、以下の箇所で言及しています。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.17　12行目
・ 環境、経済、社会の全体に視野を広げ、生産と消費の関係や生物多様性等の横断
的な観点を踏まえながら、消費者のライフスタイルの転換を促すような消費者教育を推
進する。
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p.17（３）各主体に期待される取り組み（ロ）学校
以下（下線部）のように修文する。

また、総合的な取り組みであるESDは、外部の人材、場や機会等を有効
に活用することにより、教職員に過度の負担を強いることなく質の高い教
育を実践することも可能となります。そのためには、管理職や教員への
研修、情報提供を予算をつけて行ないます。

　管理職や教員への研修、情報提供については、すでに取り組んでいるところです。ま
た、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.13でも以下のとおり言及しています。

P.13
「ＥＳＤの視点を取り入れた教育関係者への研修の機会を増大し、学校、社会教育施
設、教育委員会など教育機関への一層のＥＳＤの浸透を図ります。」

　なお、予算については、国の予算制度上からも、現時点で計画に明記することは困難
であると考えています。

96

p.17（３）各主体に期待される取り組み（ハ）地域コミュニティ
以下（下線部）のように修文する。

地域における諸活動においてESDの視点を取り込み、老若男女さまざま
な者の参加を通じて、以下のような取組や役割が期待されます。
そのためには、地域における財的・人的支援を行ないます。

　今後の財政的支援については、国の予算制度上からも、現時点で計画に明記するこ
とは困難であると考えています。
　また、人的支援については、状況に応じた適切な方法で行ってまいりたいと思いま
す。

97

名称について：「持続可能な社会づくりのための教育」を提案します。

（理由）現在あちこちで見られる状況と同じく、本実施計画案でも、
"development"の部分の邦訳が混乱しているように感じます。タイトルで
は「持続可能な開発」、P1－13行目等では「持続可能な世界」、文部科学
省の学習指導要領では、「持続可能な社会の構築」（P６－２２行目）、ユ
ネスコ国内委員会では、「持続可能な発展」とばらばらです。
　学校教育コーディネーター、地域コーディネーターとして、学校現場に関
わった経験から、ESDのことば・理念は、学校現場にほとんど浸透してい
ないというのが現実と感じています。これからは、日本語表記を分かりや
すく統一してPRして行くことが、教育現場への理念拡大にも不可欠と感じ
ます。提案する「持続可能な社会づくり」は、子どもたち（中学生以上？）
にも分かりやすい表記ではないかと思います。

　ご指摘の点に関しては、以下の箇所で言及しています。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.4　10行目～
　なお、持続可能な開発の「開発」（development）については、「発展」、「社会の構築」
などと言われることもありますが、この実施計画においては、いずれも同じ主旨として捉
えた上で、「開発」という言葉を使うこととします。また、持続可能な開発のための教育の
「教育」については、学校等の公的教育のみならず社会教育、文化活動、企業内研修、
地域活動などあらゆる教育や学びの場を含みます。

98

普及啓発ー見える化・つながる化について：ユネスコスクールだけに特化
しない取り組みを。

　ESDの普及啓発については、ユネスコスクールのみならず、現に国内で数多く実践さ
れているESD活動を「見える化」・「つながる化」することによっても推進していく予定で
す。
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P14-18行について
コーディネーターやプロデューサーの重要性に同感です。適切な研修と
選抜を経て、役割を担う人を決めることが必要です。

　ご意見を踏まえ、今後の取組の参考にさせていただきます。

100

４ページ：9行目挿入
○　「これらの中でも優先的な課題として、・・・」の前に、次の文を挿入
　ＭＤＧｓを踏まえた開発途上国の持続可能な社会づくりへの配慮・協力
も必要です。また、これらの中でも優先的な課題として、・・・

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとおり修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.4　下から7行目
先進国においては、環境保全、人権や平和等の社会的な課題、貧困等の経済的課題
について、グローバルな視野を持ちつつ取り組んでいくことが必要です。

101

5ページ：下から14行目挿入
○２０１４年に我が国で開催される「国連ＥＳＤの10年」の最終年会合で
は、・・・

　ご意見の趣旨を踏まえ、本計画改訂案において最終年会合に初めて言及するＥＳＤ
実施計画（平成23年6月3日改訂）P.3の下から13行目を以下のとおり修正しました。

「２０１４年にはユネスコと我が国の共催により、我が国で「国連ＥＳＤの10年」最終年会
合（以下、「最終年会合」）が開催されます。」

102

6ページ：4行目挿入
○地域活性化・まちづくり、国際協力活動などの・・・

　ご意見の趣旨を踏まえ、以下のように修正しました。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.5　下から11行目
（前略）地域活性化・まちづくり、途上国に貢献する活動などの（後略）

103
7ページ：下から2行目挿入
○持続可能な開発に関わる社会格差、地域格差、貧困等の・・・

　社会格差や地域格差については、「貧困等」の中に含まれるものと考えています。

104

9ページ：最終行に追加
○　・・・を実践していきます。とりわけユネスコ活動に関する法律（1952）
に基づき活動する地域ユネスコ協会団体等には、ユネスコスクールへの
支援活動が期待されます。

　ユネスコ関連団体だけでなく、あらゆる団体との協働が重要ですので、個別の団体名
の記述は避けています。

105

10ページ：下から12行および13行目
○・・・見方を重視し てた体系的な思考力・・・
○・・・批判力を重視し てた代替案の思考力・・・

　ご意見のとおり修正しました。
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10ページ：下から10行目挿入
○コミュニケーション能力、創造力の向上を重視する・・・・

　創造力の向上の重要性については、以下の箇所で言及しているものと考えていま
す。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.10
「学び方・教え方については、「関心の喚起→理解の深化→参加する態度や問題解決
能力の育成」を通じて「具体的な行動」を促すという一連の流れの中に位置づけること
が大切です。これらの過程では、単に知識の伝達にとどまらず体験、体感を重視して、
探求や実践を重視する参加型アプローチとすることが大切です。また、活動の場で学
習者の自発的な行動を上手に引き出す「ファシリテート」の働きを重視することも大切で
す。これらのアプローチを通じて、学習者の参加する態度や問題解決能力を育み、参
加する機会の提供にも努めることが必要です。」

107

11ページ：10－11行目挿入・追加
○教員がコーディネート能力やファシリテーション技能を持つようになるこ
とも必要です。また、これらの能力向上の研修が、教育研修機関や教員
養成機関などのカリキュラムに組み込まれることも期待されます。
（ファシリテーション能力は、10ページの10行目（４）学び方・教え方に、
「ファシリテート」の働きを重視することも大切です。と強調されているよう
に、ＥＳＤの推進において、特に教員に求められる資質だと考えます。）

　ご意見のとおり修正しました。

108

11ページ：下から1行目訂正
○多様な ステークホルダー主体による・・・・
　（現行版では、「主体」が51か所で使われているため、用語の統一）

　ご意見のとおり修正しました。

109

13ページ：下から1行目訂正
○多様な ステークホルダー主体からなる・・・・
　（現行版では、「主体」が51か所で使われているため、用語の統一）

　ご意見のとおり修正しました。

110

14ページ：10行目訂正
○ アクセス公開性を向上させます。

　政府が保有するＥＳＤ関連情報については、単に公開するに止まらず、データベース
の整備等を通じ、アクセスの利便性にも配慮して提供していくことが有益と考えているこ
とから、「アクセス性」という表現を用いています。

111

14ページ：下から14行目挿入
○コーディネーターや、プロデューサーやファシリテーターの役割を担い
うる人材・・・

　ご意見のとおり修正しました。

コーディネーターや、プロデューサーやファシリテーターの役割を担いうる人材
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15ページ：10行目挿入
○企業内研修において、企業の社会的責任の一環として従業員が持続
可能な開発・・・

　ご指摘の点については、以下の箇所で言及しています。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）P.19
（ホ）事業者、業界団体
（前略）従業員への配慮（中略）など事業活動における社会的側面の配慮が広がってい
ます。これらは、社会的責任の観点から、環境、経済、社会の三つの要素を基盤とした
事業活動を展開するものですが、近年、社会からの期待が高まっており、これに対応し
た、事業者の自発的な取組が広がっています。（中略）事業者や業界団体は、（中略）Ｅ
ＳＤにおいても大きな役割が期待されます。
これらを踏まえ、事業者や業界団体には、以下のような取組や役割が期待されます。
（中略）
・ 企業内教育にＥＳＤを取り入れること。

113
15ページ：下から11行目挿入
○多くの教育者・指導者がＥＳＤについて理解し、・・・

ご意見のとおり修正しました。

114
15ページ：下から11行目訂正
○・・・・適 当節です。

　ご意見の趣旨を踏まえ修正しました。
（ご意見には「適節」とありますが、「適切」のことと思われます。）

115

16ページ：下から4行目挿入
○よりよい地域づくり、持続可能な社会づくりに参画すること。

　ご意見の趣旨を踏まえ修正しました。

持続可能でよりよい地域づくり・、社会づくりに参画すること。

116

17ページ：下から1行目訂正
○老若男女様々な 者市民の参加を通じて、・・・

　ご意見の趣旨を踏まえつつ、他所との用語の統一性の観点から、以下のとおり修正
しました。

老若男女様々な 者主体の参加を通じて、・・・

117

18ページ：下から9行目挿入
○ＥＳＤの指導者、コーディネーターや、プロデューサーやファシリテー
ターの育成を行うこと。

　ご意見のとおり修正しました。

ＥＳＤの指導者、コーディネーターや、プロデューサーやファシリテーターの育成を行うこ
と。

118
18ページ：下から2行目挿入
○これらは、企業の社会的責任の観点から、・・・

　ご意見のとおり修正しました。

119
20ページ：前後の入れ替え
○・・・小中高等学校、 地元事業者、地元大学、地元事業者等の参加
の・・・・

　ご意見のとおり修正しました。

33



120

全体を通して
○現行文では、「取組」（111か所）と言う表記に統一されているようです
が、青色表示の改訂文では、5か所で「取り組み」が使われています。表
記統一の検討をお願いしたいと思います。

　ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）における文言の表記については、公用文にお
ける用字用語の標準を示した「公用文用字用語例集」に原則として準拠することとして
います。このため、「とりくみ」の表記についても、同書にならい、動詞であれば「取り組
み」、名詞であれば「取組」と書き分けています。
　P.6の下から9行目、P.8の23行目の「取り組み」は、動詞であるため、原文のとおりとさ
せていただきます。（なお、パブリックコメント版P.23の下から10行目の「取り組み」は、こ
の改訂により削除する箇所です。）
　ただし、P.7の18行目、21行目の名詞「取り組み」については、外部の有識者を主体と
する「社会的責任に関する円卓会議」が発した「私たちの社会的責任」宣言を尊重し、
その原文を忠実に引用することとしたため、「取り組み」と表記しています。

121

3.ESD実施の指針の（3.）-5「育みたい力」
　「ESDにおいては、…体系的な思考力（システムズ　シンキング）を育む
こと、批判力を重視して代替案の思考力（クリティカル・シンキング）を育
むこと…」の記述がありますが、地理教育国際委員会によるルツェルン
宣言は、「持続可能な開発のための教育に対して本委員会の持つ視点
は、「人間 ―地球」エコシステム（'Human-Earth' ecosystem）の概念を基
礎をおく」と記します。そして、以下、人間システム、地球システムとは何
か、という記述が続くのですが、要は、システム的 な思考の重要性を強
調します。そして持続可能な開発を実行する地理的能力として、第一に、
「エコシステムそれ自身、あるいはエコシステム間の相互作用を理解する
ための地球の主な自然のシステム」についての地理的知識と地理的理
解の重要性をあげます。
　また、「持続可能な開発を高めるための学際的な能力」として、「システ
ムと複雑なネットワークにおいて考えること」を挙げます。
　残念ながら、私たち日本の地理教育関係者の大部分は、この記述の意
味するところを理解していないように思います。ルツェルン宣言は、2002
年 の「地理教育国際憲章」を踏まえてのことであると、最初に記します。
そして「地理教育国際憲章」においてもシステム思考についての記述が
あるので すが、どういうわけか、その部分が誤訳であり、地理教育関係
者の誰も気づかずにいる現在までの状況。
　その意味で、本計画案がシステム思考を育みたい力として明記したこと
を評価し、できればもう少し強調していただきたいという思いです。

　「エコシステムそれ自身、あるいはエコシステム間の相互作用を理解するための地球
の主な自然のシステム」についての地理的知識と地理的理解の重要性や「システムと
複雑なネットワークにおいて考えること」については、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日
改訂）P.6に以下のとおり言及しています。

P.6
「個々人が他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性の中で生きており、
「関わり」、「つながり」を尊重できる個人を育むという観点の２つの観点が必要です。」
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（ロ）最終年までの目標（５ページ）について
　○　６行目「里山を保全・活性化する取組や、環境を軸としたまちづくり
活動」に「社会教育」を加える。
　○　「見える化」「つながる化」をするのであれば、歴史ある社会教育の
活動に光を当てて、既にESD的な活動をしている公民館活動などを取り
上げるべき。

　社会教育や公民館活動の重要性等については、下記のように言及しています。なお、
本計画が企図している「見える化」「つながる化」の範囲・対象には、公民館等における
社会教育活動も含まれています。

ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改訂）
P.9
（２）教育の場、実施主体
「ＥＳＤは、（中略）個々人の意識に影響を与えるあらゆる場で実施されることが重要で
す。このため、（中略）公民館や博物館等の社会教育の場（中略）など、あらゆる主体が
実施主体となることが重要です。」

P.15
「地域におけるボランティアセンター、ＮＰＯの支援センター、社会教育施設等の拠点施
設、あるいはＮＰＯ、事業者等の主体がＥＳＤのコーディネートやプロデュースの機能を
担うための方策について検討します。（中略）
加えて、２．基本的考え方（３）（ロ）で前述したように、ＥＳＤの「見える化」を行うことによ
り、取組の中で培われたコーディネートやプロデュースの手法の共有を促進するととも
に、「ＥＳＤのネットワーク」の形成を促す「つながる化」を図ります。」

P.21
（リ）公民館、図書館、青少年教育施設等の社会教育施設、ボランティアセンター、消費
者センター、女性センター等の公的な拠点施設
「公民館は、地域の多様な主体が集まり、教育を通じた様々な交流の場ともなっていま
す。また、地域の拠点としての性格も有しています。」
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（ハ）我が国におけるＥＳＤ（５ページ）について
　○　最終行「農村部の過疎化や里山の荒廃、商店街の衰退」に「公害
地域の再生問題」を加える。
　○　日本の公害地域は、現在も公害のリスクを抱え、公害の被害やリス
クが地域の共通理解とならず、「人と人、人と社会、人と自然とのつなが
り」が途切れて、再生に苦しんでいる。公害地域こそ、ＥＳＤが早急に必
要である。

　公害地域の再生問題については、重要な問題であると認識しており、ＥＳＤ実施計画
（平成23年6月3日改訂）P.3及びP.6において、「環境の保全と回復」として言及していま
す。

P.3
（２）持続可能な開発のための教育とは
（イ）持続可能な開発、持続可能な開発のための教育
（前略）世代間の公平、地域間の公平、男女間の平等、社会的寛容、貧困削減、環境
の保全と回復、天然資源の保全、公正で平和な社会などが持続可能性の基礎となって
おり、環境の保全、経済の開発、社会の発展（以下を含め、「社会」を文化の面も含め
た広い意味で使います。）を調和の下に進めていくことが持続可能な開発です。

P.6
（３）我が国の実施計画
（ハ）我が国におけるＥＳＤ
　世代間の公平、地域間の公平、男女間の平等、社会的寛容、貧困削減、環境の保全
と回復、天然資源の保全、公正で平和な社会など、ＥＳＤにおいて取り組むべき課題は
多岐にわたります。

　さらに、ご意見の趣旨を踏まえ、以下のように修正しました。

P.18
（ハ）地域コミュニティ
　地域コミュニティでは、地域の自然や文化等の特性を踏まえた里地・里山の保全・活
性化、公害が発生した地域の再生などの活動が行われています。地域に立脚した取組
の推進のためには、地域を構成している各種の地域コミュニティの役割はとても重要に
なってきます。地域における諸活動においてＥＳＤの視点を取り込み、老若男女様々な
主体の参加を通じて、以下のような取組や役割が期待されます。（後略）
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（ロ）教育機関における取組（１２～１３ページ）について
　○　１３頁８行に「ＥＳＤの浸透を図ります」とあるが、浸透だけでなく実
践まで支援しなければＥＳＤは広がらない。ＥＳＤの１０年の後半段階で、
ＥＳＤ知識の浸透で終わるべきではなく、実践を支援すべきである。
　○　実践するために、学校が地域に開かれた存在となり、地域の様々
な主体と連携できるように、学校の受け入れ体制を整えるための人員配
置の整備などを行う必要があり、そのことを明記するべきである。

　ご意見を踏まえ、地域集会の開催、全国大会の開催など、ＥＳＤの実践支援も行って
まいります。また、学校と地域の連携については、ＥＳＤ実施計画（平成23年6月3日改
訂）P.17で以下のとおり言及しています。

P.17　下から2行目
「総合的な取組であるＥＳＤは、外部の人材、場や機会等を有効に活用することにより、
教職員に過度の負担を強いることなく質の高い教育を実践することも可能となります。
これらを踏まえ、具体的には以下のような取組や役割が期待されます。
・小中高等学校においては、各教科や総合的な学習の時間等における学校の教育活
動全体を通じて進めること。さらに、学校評議会の活用、ＰＴＡ活動等学校経営の中で
総合的な取組を進めること。
・異なる学年や小中高等学校等の間の連携、地域社会等との連携にも配慮し、総合的
な取組とするよう配慮すること。」
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